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１ はじめに 

 

明石市いじめ防止基本方針（以下「本基本方針」）は、いじめ防止対策推進法第 12

条に基づき、明石市におけるこどものいじめ防止対策を総合的かつ効果的に推進する

ために策定したものです。 

すべてのこどもには、人として尊重され、愛情を受けて健やかに成長し、安心して

暮らす権利があります。この権利を守るためには、こどもにとって安全で安心できる

社会環境を整えることが必要です。これまでいじめは主に学校の課題とされてきまし

たが、こどもの世界は学校だけに限られません。保護者や市、関係機関、地域の方々

が力を合わせ、社会全体でいじめの防止に取り組むことが必要です。 

そのためには、大人がこどもの手本となり、いじめの問題に真剣に向き合う姿を示

すことが大切です。こどもが困ったときには、周囲の大人に相談でき、支えられなが

ら問題の解決へと導かれる環境こそが、こどもたちが安心して暮らせる社会の姿であ

り、次の世代にしっかりと引き継いでいくべきものと考えています。 

本基本方針は、明石市のいじめ問題に対する市としての向き合い方について、決意

を示すものです。本基本方針を市民、こどもたち、保護者、学校教職員やいじめ防止

の関わるすべてのみなさんと共有し、未来においてもすべての人々にやさしい明石で

あるために、不断の努力を続けていきます。 

 

２ いじめに対する明石市の考え方 

 

 ⑴ 社会全体でいじめの問題に取り組みます 

明石市は「こどもを核としたまちづくり」の理念のもと、こども総合支援条例に

基づき、こどもの貧困や虐待などさまざまな課題に対応しながら、社会全体でこど

もの成長を支援しています。いじめについても、学校だけでなく保護者や地域と連

携し、こどもが安心して暮らせるまちづくりに取り組んできました。 

いじめはこどもの教育を受ける権利を侵害し、心身の成長に深刻な影響を与えま

す。明石市は一切のいじめを許さず、未然防止に努めます。また、いじめが起きた

ときは、被害児童生徒の傷ついた心のケアを最優先にして二次被害を防止するとと

もに、加害児童生徒への成長支援にも力を入れて取り組みます。専門職を活用し、

関係機関とも連携しながら、社会全体でいじめの問題に取り組みます。 

いじめとは 

児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生

徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える

行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対象

となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの 

〔いじめ防止対策推進法第２条第１項〕 
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 ⑵ こどもの意見を聴きます 

すべてのこどもは、その年齢及び発達の程度に応じて、自分に直接関係する事柄

について意見を表明する権利があります。明石市は、こどもの気持ちを丁寧に聴く

環境を整え、いじめ防止や早期発見、対処にあたって児童生徒の意見表明の場を確

保します。特にいじめを受けた児童生徒に対しては、その気持ちに寄り添うため、

心情の理解と支援を大切にしていきます。 

 

３ それぞれの役割 

 

⑴ 市 

⚫ いじめを大人も含めた社会全体の課題と捉え、いじめの未然防止を主眼として

いじめ対策に取り組みます。 

⚫ 地域社会においてきめ細やかな人権教育・啓発活動を実施し、社会全体の人権

意識の向上を図ります。 

⚫ 児童福祉の観点から、児童生徒および保護者の生活上の課題を把握し、スクー

ルソーシャルワーカーと連携しながら、課題の解消に取り組みます。 

⚫ 複数ある相談窓口について、それぞれの特徴を踏まえた周知をし、児童生徒が

気軽に相談できる環境づくりに努め、相談を受けた後のコーディネートの体制

を整備します。 

⚫ いじめ問題対策連絡協議会を設置し、関係機関との連携を強化して、社会総が

かりのいじめ防止体制を築きます。 

⚫ こどもたちが安心して過ごせる居場所づくりを進めます。 

 

⑵ 学校 

⚫ 学校は、いじめ防止の最前線として、保護者や地域、青少年育成センター等と

連携しながら、いじめの防止、早期発見、迅速な対応を行います。 

⚫ 学校いじめ防止基本方針の策定・改訂においては、児童生徒、保護者、地域の

意見を取り入れ、学校運営協議会制度を活用し、地域全体でいじめの問題に取

り組みます。 

⚫ 教職員は関連法令や関連指針等の理解を深め、児童生徒の小さな変化に気づき、

相談しやすい環境づくりに努め、保護者との信頼関係を構築します。 

⚫ 自発的に相談するのが困難な児童生徒のＳＯＳを早期に察知するため、いじめ

アンケートや面談なども活用します。 

⚫ いじめが起きたときは、学校いじめ対策組織である「いじめ対策委員会」を中

心に、教職員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー等の専門

職と連携して、被害児童生徒の心のケアと加害児童生徒の成長支援を行います。 

⚫ いじめ防止に関して、こどもたちが自分自身の問題としてとらえ、意見を表明

できる機会を確保します。 
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⑶ 教育委員会 

⚫ 教育委員会は、指導主事のほか、スクールカウンセラー、スクールソーシャル

ワーカー、スクールロイヤー等の専門職を活用して、多角的な視点から事案を

把握し、学校のいじめ対策を支援します。 

⚫ いじめ対策にかかる教職員の資質向上のため、教職員研修を行います。 

⚫ チェックリストや報告様式の活用および適時の見直しを行い、ケースの取りこ

ぼしを防ぎます。 

⚫ ネットいじめの見守り活動を強化します。 

⚫ 多くの学校に共通する課題については、制度・運用の改善に取り組みます。 

 

⑷ 保護者 

⚫ 保護者は、こどもがいじめをしないよう指導し、こどもの変化に気づいたとき

には、こどもの支援者として学校の教職員や専門職とも相談しながら、こども

の話を丁寧に聴き、こどもの健全な育成に責任をもって取り組みます。 

⚫ こどものインターネット利用状況を適切に把握し、安全対策（フィルタリング

等）を講じます。 

⚫ こどもがいじめを受けたときは、学校の教職員や専門職と相談しながら、こど

もを適切に保護します。 

⚫ こどもを支える中で保護者が疲弊したときは、ひとりで抱え込まず、保護者自

身も適切に支援を求めます。 

 

⑸ 地域 

⚫ 地域の見守り活動や学校運営協議会を通じて学校と連携し、いじめの未然防止

および早期発見に協力します。 

⚫ 登下校や放課後にいじめが疑われる状況があれば、児童生徒への声かけや学校

等の関係機関に情報提供をします。 

 

⑹ 児童生徒 

⚫ 他者を尊重し、いじめや暴力を決して許しません。 

⚫ いじめを見かけたら、家の人や学校の先生、市の相談窓口など周囲の大人に相

談します。 

⚫ 自分自身が、困っている友人の信頼できる相談相手になります。 

⚫ みんなが安心して学校生活を送れるよう協力していきます。 

⚫ 便利なものを、人を困らせ、傷つける道具として使いません。 

⚫ ひとりひとりがいじめを自分自身の問題として真剣に考えていきます。 
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４ 重大事態への対応 

 

次の①②のいずれかに該当する場合、教育委員会または学校が調査組織を設けて調

査を行います。 

疑いの段階から重大事態として対応します。いじめの重大化を防ぐためには、初動

対応の適切かつ迅速な実施が重要であり、不適切な初動対応や対応の遅延は重大化の

原因となります。市は、教職員や関係者への研修、市民への周知を通じ、市全体で重

大化の防止に努めます。 

 

重大事態が起きたとき、学校は教育委員会を通じて市長に報告します。市長は必要

に応じて再調査を実施できます。 

重大事態調査は、被害児童生徒への支援や加害児童生徒の指導、同種事態の再発防

止策の構築を目的とし、責任追及や処罰を目的としません。 

重大事態調査を行うにあたっては、被害児童生徒の心情に配慮し、文部科学省のガ

イドラインに基づいて進めます。教育委員会または学校が設置する組織が行いますが、

調査組織の方式や調査委員の構成は、教育委員会が状況に応じて決定します。 

調査結果は被害児童生徒・保護者及び加害児童生徒・保護者に説明し、市長にも報

告します。再発防止策は確実に実行し、他校への周知・研修も行います。 

 

５ 評価検証・基本方針の見直し 

 

市は、いじめ防止対策の実施状況と効果を評価・検証し、必要に応じて外部有識者

や関係機関の助言を受けながら改善に取り組みます。 

また、市は、児童生徒を取り巻く環境の変化や国・県の新たな施策等に合わせて、

本基本方針を見直し、基本方針の改訂等の必要な措置を行います。 

① いじめにより生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがある

と認めるとき 

② いじめにより相当の期間（目安は年間３０日）学校を欠席することを

余儀なくされている疑いがあると認めるとき 




